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指定通所介護サービス 

重要事項説明書 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（福井県指定 第１８７０１００８１３号） 

 

 

  当事業所は利用者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供される

サービスの内容、利用上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として介護認定の結果、「要介護」と認定された方が対象と

なります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 
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１．事業者 

（１） 法人名 社会福祉法人  祥穂会 

（２） 法人所在地 福井県福井市和田中町東沖田３０番地の１ 

（３） 電話番号 ０７７６－２８－３７３７ 

（４） 代表者氏名 理事長  皆川 恭英 

（５） 設立年月日 平成１３年７月６日 

 

２．事業所の概要 

（１） 事業所の種類 指定通所介護事業所 

平成１４年５月１日指定 福井県第１８７０１００８１３号 

※当事業所はケアハウス モアヤングに併設しています。 

（２） 事業所の目的 お年寄りの生きがいと若さの追求 

（３） 事業所の名称 デイサービスセンター モアヤング 

（４） 事業所の所在地 福井県福井市和田中町東沖田３０番地の１ 

（５） 電話番号 ０７７６－２８－３７２７ 

（６） 管理者の氏名 越智 直宜 

（７） 運営方針 懇切丁寧で理解しやすいようなサービスの提供 

（８） 開設年月日 平成１４年５月１日 

（９） 利用定員 月～金曜日：２０人（通常規模型通所介護） 

（10） 事業所が行ってい

る他の事業 

福井市介護予防・日常生活支援総合事業における 

通所型（予防給付相当）サービス 

平成２９年４月１日指定 福井県第１８７０１００８１３号 

（11） 建物の構造 鉄筋コンクリート造 地上６階 

（12） 建物の延べ床面積 ４８１.４８㎡ 

 

３．事業実施地域および営業時間 

（１） 通常の事業の実施地域 福井市内・永平寺町内 

（２） 営業日 月～金曜日（ただし、１２／３１～翌１／３は除く） 

（３） 営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分 

（４） サービス提供時間 午前９時００分～午後４時３０分 

 

 

４．職員の配置状況 

職    種 員  数        

１．管理者 １名  

２. 生活相談員   １名以上  

３．機能訓練指導員（生活相談員兼務）     １名以上  

４．介護職員 ２名以上  

５. 看護職員（機能訓練指導員兼務） １名  

 

＜主な職種の勤務体制＞ 

職種 勤務体制 

１.  管理者 ・利用者に対する、居宅サービス等の状況を総括管理し、所属

職員を指揮監督します。 

・勤務時間：８；３０～１７：３０ 

２．生活相談員 ・利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

・勤務時間：８：３０～１７：３０ 

３・機能訓練指導員 

（生活相談員兼務） 

・利用者の生活機能の維持又は向上を目指し、機能訓練を行い

ます。 

・勤務時間：８：３０～１７：３０ 

４．介護職員 

 

・利用者の日常生活上の世話及び介護を行います。 

・勤務時間：８：３０～１７：３０ 
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５. 看護職員 

（機能訓練指導員兼務） 

・利用者の健康管理、機能訓練指導等を行います。 

・勤務時間：９：００～１３：００ 

 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所が提供するサービスには、利用料金が、 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

（２）介護保険の給付の対象とならないサービス 

の２種類があります。 

 

（１） 介護保険の給付の対象となるサービス  （デイサービス利用契約書 第４条 参照） 

 

以下のサービスについては利用料の大部分（通常９割）が介護保険から給付されます。 

 

＜サービスの概要＞ 

① 入浴介助サービス 

・入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴（全身浴・部分浴）の介助や清

拭（身体を拭く）、洗髪などを行います。 

 

② 食事介助サービス 

・食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。また、嚥下困難者

のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。 

 

③ 排泄介助サービス 

・介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ交換を行います。 

 

④ 送迎介助サービス 

・ご自宅と事業所間の送迎介助サービスを行います。 

 

⑤ レクリエーションサービス 

・利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操等を行います。 

 

⑥ 個別機能訓練サービス 

  ・機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、個別機能訓練計画を作成

し、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実

施します。 

 

⑦ 口腔・栄養スクリーニングサービス 

・サービス利用開始時及び利用中６カ月ごとに、口腔の健康様態及び栄養状態につい 

て確認を行い、その情報を担当する介護支援専門員に提供します。 
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＜サービス利用料金＞ （デイサービス利用契約書 第６条 参照） 

☆基本報酬 

基本サービスの利用単位数（1回あたり） 

 

サービス提供時間 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

３時間以上４時間未満 ３７０ ４２３ ４７９ ５３３ ５８８ 

４時間以上５時間未満 ３８８ ４４４ ５０２ ５６０ ６１７ 

５時間以上６時間未満 ５７０ ６７３ ７７７ ８８０ ９８４ 

６時間以上７時間未満 ５８４ ６８９ ７９６ ９０１ １,００８ 

７時間以上８時間未満 ６５８ ７７７ ９００ １,０２３ １,１４８ 

 

☆地域区分による 1 単位あたりの単価 

福井市 
地域区分（％） １単位あたりの単価 

７級地（３％） １０.１４円 

 

☆利用料金の計算方法 

・基本サービスの利用単位数と加算単位数の合計に、厚生労働省が定める地域区分によ 

 る１単位あたりの単価（１単位＝１０.１４円）を乗じた額（１円未満切捨て）から介 

護保険給付額を除いた金額（自己負担額）をお支払いいただきます。 

 

（基本サービスの利用単位数＋加算単位数）×１０.１４－介護保険給付額＝自己負担額 

 

＜加算・減算・その他＞ 

☆感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算 

 ・感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じ、当該月の利用者 

数の実績が、当該月の前年度における月平均の利用者数よりも５％以上減少している 

場合、基本単位数の３％が加算されます。 

 ・ただし、利用者数が減少した月の翌々月から３ヶ月以内に限ります。（※最長６ヶ月間） 

 ・尚、本加算分は、区分支給限度基準額の算定には含まれません。 

 

☆科学的介護推進体制加算 

 ・科学的介護情報システム（LIFE）にて、利用者毎の ADL 値、栄養状態、口腔機能、認

知症の状況その他の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、フィー

ドバックされた情報を計画作成等に生かす場合に加算されます。 

科学的介護推進体制加算 ４０単位／月 

 

☆サービス提供体制強化加算 

・介護福祉士を介護職員総数の７０％以上配置している場合には、要介護度、利用時間 

 に関係なく、一律に下記の利用単位数が基本サービスの利用単位数に加算されます。 

サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２単位／回 

 

☆介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 

・1 月あたりの総利用単位数に介護保険サービス種類別加算率（９.２％）を乗じた 

 単位数が加算されます。ただし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から 

除外されます。 
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☆入浴加算（※入浴介助加算（Ⅰ）と入浴介助加算（Ⅱ）の併算定不可） 

 ・入浴介助を行った場合は、1 日につき４０単位を加算します。 

入浴介助加算(Ⅰ) ４０単位／回 

 ・居宅訪問した医師等と多職種が連携し利用者の身体状態や浴室環境などを踏まえた 

個別の入浴計画を作成し、居宅の状況に近い環境で入浴した際に加算します。 

入浴介助加算(Ⅱ) ５５単位／回 

 

☆口腔・栄養スクリーニング加算 
・口腔の健康状態及び栄養状態について確認し、介護支援専門員に情報を提供した場 

合に加算します。 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０単位／回（６ヵ月に１回まで） 

 

☆個別機能訓練加算 
 ・機能訓練指導員を専従１名以上配置した際に加算します。 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６単位／回 

 ・個別機能訓練加算Ⅰに加え、個別機能訓練計画などの情報を厚生労働省にデータ提 

   出し、フィードバック情報を活用した際に加算します。 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０単位／月 

 

☆送迎減算 

送迎介助サービスを提供しない場合 ▲４７単位／片道 

 

☆同一建物減算 

同一建物（ケアハウス モアヤング） 

に居住する利用者の場合 
▲９４単位／回 

 

〇自己負担額は、市町より発行されている「介護保険負担割合証」に記載の負担割合に 

応じて、お支払いいただきます。 

 

〇介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額

を変更します。 

 

〇利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん

お支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（＝償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も

償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要

となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 
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（２） 介護保険の給付の対象とならないサービス（デイサービス利用契約書第５条、第 

６条参照） 

 

以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

① 介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスの利用 

・介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合、介護保険給付の支 

給限度額を超えたサービス利用料金部分については、全額が利用者の負担となりま 

す。 

 

② 飲食物の提供 

・昼食代               １食につき  ６００円 

・飲み物代（水・お茶以外）      １杯につき   ５０円 

・おやつ代              １食につき  １１０円 

 

③ レクリエーション、クラブ活動 

・材料代等の実費をご負担いただく場合があります。 

 

④  日常生活上必要となる諸費用の実費 

 

⑤  その他必要となる諸費用の実費 

・ファイル代（１冊）： １７０円 

 

⑥ キャンセル料 

 ・利用者の都合でサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセ 

  ル料をいただきます。ただし、利用者の容体の急変など、やむを得ない事情が 

  ある場合は、キャンセル料は無料とします。 

キャンセルの時期 キャンセル料 

利用予定日の前営業日午後５時まで 無料 

利用予定日前日の午後５時以降 ７００円 

＊利用日の前日が、当事業所休日の場合はご注意ください。 

＊連絡先 ０７７６－２８－３７２７ 

 

（３） 利用料金のお支払い方法（デイサービス利用契約書 第６条 参照） 

      ・前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので翌月 

のサービス利用時にお支払いください。（１ヶ月に満たない期間のサービスに関 

する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

（４） 利用の中止、変更、追加（デイサービス利用契約書 第７条 参照） 

・利用予定日の前に、利用者の都合により、通所介護サービスの利用を中止または 

変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には 

サービスの実施日の前日までに事業所に申し出てください。 

・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により利用者の 
希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提 
示して協議します。 
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６．苦情の受付について（デイサービス利用契約書 第２０条 参照） 

１  利用者からの相談または苦情等に対応する苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員、国

民健康保険団体連合会 

 

 （１）苦情解決責任者  施設長 皆川 恭英 

 

 （２）苦情受付担当者 

   ・受付時間：午前９時００分～午後 5 時 0０分 

・受付窓口：デイサービス受付カウンター（苦情受付ボックスを設置） 
・担当者名：生活相談員 田中 ゆかり 

   ・電話番号：２８－３７2７ 

   ・Ｆａｘ番号：２８－３７３３ 

   ・電子メール：moreyoung@blue.ocn.ne.jp 

  

 （３）第三者委員  

・青垣 達也（特定社会保険労務士）  電話番号 ５４－８８７７ 

・玄津 辰弥（弁護士）        電話番号 ２７－３２２２ 

 

 （４）国民健康保険団体連合会 

    電話番号 ５７-１６１１ 

 

２  円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

  ・利用者への周知 

   施設内への掲示等により利用者に対して、苦情解決の仕組みについて周知する。 

 

・苦情の受付 

苦情受付担当者は、利用者等からの苦情受付を随時受け付ける。なお、第三者委員の直接苦情 

を受け付けることができる。 

 

  ・苦情受付の報告・確認 

   苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。 

ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。 

 

  ・苦情解決に向けての話し合い 

   苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努める。 

 

  ・苦情解決の記録、報告 

   窓口で受けた相談苦情は、相談苦情処理記録簿にてデータ化し、社会福祉法第８２条、８３条によ 

る社会福祉法人としての苦情解決体制と連動して処理内容を決定し、利用者に伝達する。 

 

  ・解決結果の公表 

   利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報 

に関するものを除き「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表する。 

 

３  その他参考事項 

・上記に記載した以外の対応措置については、その都度事業所内で協議し利用者の立場に立って 

処理する。 

 
 
 
 
 

mailto:moreyoung@blue.ocn.ne.jp
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行政機関その他苦情受付機関 

福井市  介護保険担当課 

所在地   福井市大手３丁目１０番１号 
電話番号  ０７７６－２０－５７１５ 
ＦＡＸ   ０７７６－２０－５７６６ 
受付時間  午前８：３０～午後５：００ 

 

永平寺町役場  福祉保健課 

所在地   吉田郡永平寺町松岡春日１番４号 
電話番号  ０７７６－６１－３９２０ 
ＦＡＸ   ０７７６－６１－３４６４ 
受付時間  午前８：３０～午後５：００ 

 
７．事故発生時の対応について 

（１） 当事業所は、利用者に対する介護サービス提供中に、事故が発生した場合は、市町

村、当該利用者の身元引受人、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行

うとともに、必要な措置を講じます。 
 
（２） 当事業所は、利用者に対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行います。 
 
８．身元引受人（身元保証人・連帯保証人） 

（１）身元引受人（身元保証人・連帯保証人）となる方については、本利用契約から生じ 

る利用者の債務について、極度額１００万円の範囲内で連帯してご負担いただきま 

す。その額は、利用者又は身元引受人（身元保証人・連帯保証人）が亡くなった時 

に確定し、生じた債務について、ご負担いただく場合があります。 

 

（２）身元引受人（身元保証人・連帯保証人）からの請求があった場合には、事業者又は 

事業所は、身元引受人（身元保証人・連帯保証人）の方に利用料等の支払い状況、

滞納金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供しま

す。 
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令和  年  月  日 

 
指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行

いました。 
 
社会福祉法人 祥穂会 
デイサービスセンター モアヤング 
 

説明者   職名           氏名                       
 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービ

スの提供開始に同意しました。 
利用者   

                   住所 

 

                   氏名                    

身元引受人（身元保証人・連帯保証人） 
（続柄      ） 

                   住所 

 

                   氏名                    
 
※この重要事項説明書は、厚生労働省令第３７号（平成１１年３月３１日）第８条の規定に基

づき、ご利用申込者またはそのご家族への重要事項説明のために作成したものです。 
 
 

個人情報の利用及び提供に関する同意書 
 

社会福祉法人 祥穂会  
デイサービスセンター モアヤング 殿 
 
 私の個人情報及び家族の情報を下記の場合に限り、利用及び提供することに同意いたし

ます。 
 

１） サービス担当者会議 
２） 通所介護計画の策定 
３） 通所介護サービスの提供 
４） 医療機関および他の介護サービス事業者等との連携 

 
                                     令和   年    月    日 

 

利用者 

 

                   氏名                    

  

 

身元引受人（身元保証人・連帯保証人） 
（続柄      ） 

                   氏名                    


